
 

令和 8年度 教育･保育給付認定申請書 兼 施設利用申込書 
（ １ 号 認 定 用 ） 

   年   月   日 

豊見城市長 殿 

保護者氏名             

裏面の同意事項に同意の上、次のとおり、子どものための教育･保育給付認定及び施設利用を申し込みます。 

１ 

申
請
子
ど
も 

氏名 性別 生年月日 住所 

ふりがな 

 
男
・ 

女 

年  月  日 

R8.4.1時点の年齢(  歳) 

 

連絡先（優先順） 

①     -     -     （続柄：   ） 

②     -     -     （続柄：   ） 

現在の保育状況 健康状況 

□ 認可保育園･こども園を利用 

（施設名:                 ） 

□ 認可外保育施設を利用 

（施設名:                 ） 

□ 保護者が自宅で保育 

□ 保護者が自宅外(勤務先等)で保育 

□ 祖父母等の親族が保育 

□ 親族以外が保育 

□ その他（                ） 

①心身障がい等 □無 □有（身障／療育／特児） □通所受給者証 

②医療的ケア  □無 □有 

③発達支援保育の利用希望  □無（※） □有 

※「無」の場合でも、①②で「有」に該当のある子どもは、豊見城市発達支援

保育審査会にて審査を受けて頂く必要があります。 

④上記の①②③で「有」に該当する方は内容を記入して下さい。 

 

２
世
帯
員
お
よ
び
同
居
者
の
状
況 

 
 

（
申
請
子
ど
も
以
外
） 

氏名 続柄 生年月日 
居住

状況 
勤務先又は学校名 世帯状況 

 父 年  月  日 同･別 
  

□生活保護世帯 

□ひとり親世帯 

□ひとり親に準ずる世帯 

□里親世帯等 

□保護者の一方が市外在住の場合 

□同一世帯に障がい者のいる世帯 

（該当者の氏名：        ） 

※該当がある場合は 

別途書類の提出が必要となります。 

 母 年  月  日 同･別 
 

  年  月  日 同･別 
 

  年  月  日 同･別 
 

  年  月  日 同･別 
 

  年  月  日 同･別 
 

  年  月  日 同･別 
 

３ 

利
用
希
望 

期 間  令和   年   月   日 ～   令和   年   月   日 

施設名  

預かり保育の利用 

※実際の利用は利用

施設への申込が必要

です。 

□ 利用希望しない。 

□ 利用希望する。（新２・３号利用 □あり □なし） 

※預かり保育を利用し、その利用料が無償化の対象となるためには「保育の必要性の認定(施設等利用給付認

定[新２･３号])」を受ける必要があり、別途手続きが必要となります。※既認定者は不要。 

 ※「２世帯員及び同居者の状況（申請子ども以外）」は、保護者及び子どもと同居している方全員を記入してください。 
 

受 付 印 

 

 

優 先 順 

□在園児 

□校区内  

□在園きょうだい児 

□校区外 

抽選番号  

備  考 
□申込取下げ（  /  ） 
□利用辞退（  /  ） 
□その他（             ） 

 

チェック① チェック② （メモ） 

/ / 

（不備書類等） 

 

《 市記入欄 》 

H・R 



４ 個人番号（マイナンバー）記入欄 

「本人・父・母」は必ず全員記入してください。世帯状況により同居の祖父母の個人番号が必要となる場合があります。 

 令和 7年 1月 1日の居住市町村（          ）、  令和 8年 1月 1日の居住市町村（          ） 

氏名 続柄 個人番号（マイナンバー） 

 本人             

 父             

 母             

              

              

※個人番号（マイナンバー）の記入が困難な場合は、令和 7 年度又は令和 8 年度若しくはその両方の市町村民税所得課税証明書の提出が必要です。 

 

５ 世帯状況等申立書（任意） 

                                                          

                                                          

                                                          

 

 

１ 個人情報の利用目的 

豊見城市長（以下「市長」という。）は、申請子ども、保護者又は扶養義務者の個人情報を申請子どもに係る支給認定証交付、利用調

整事務、保育料等の決定・徴収事務のために利用する。なお、収集した個人情報については厳正に管理を行い、これらの目的以外には

利用しないこととする。 

※子ども・子育て支援法（参考） 

第 16条 市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小

学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者又は小学校就学前子どもの扶養義務者の資産又は収入の状況につき、官公署に対

し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは小学校就学前子どもの保護者の雇用主

その他の関係人に報告を求めることができる。 

２ 個人情報の収集方法 

(１) 子ども、保護者又は扶養義務者の世帯状況に関して住民基本台帳の閲覧・複写 

(２) 保護者又は扶養義務者の課税状況に関して住民税課税台帳・課税資料等の閲覧・複写 

(３) 保護者又は扶養義務者の世帯状況・課税状況に関して他市町村に対し必要な情報の提供依頼 

３ 個人番号（マイナンバー）について 

（１） 提供された個人番号（マイナンバー）について、教育・保育給付認定に関する事務、保育の実施に関する事務及び保育料等の決

定・徴収事務等に利用することがあります。 

（２） 個人番号（マイナンバー）の提供がない場合、地方公共団体情報システム機構または住民基本台帳より番号確認を行います。

また、上記の方法で番号確認ができない場合は、追加書類の提出を求める場合があります。 

４ 個人情報の第三者提供 

市長は次の場合に限り、子ども及び保護者又は扶養義務者の個人情報を第三者に提供することができることとする。 

(１) 特に必要が認められる場合において、教育・保育施設へ次の個人情報を提供するとき。 

① 氏名、生年月日、連絡先等の施設利用申込書等及び添付資料に記載された個人情報に関すること。 

② 保育料等に関すること。 

(２) 児童相談所等の公的機関から、法令等により個人情報の提供を求められた場合において、当該公的機関へ提供するとき。 

(３) 子どもが給付を受けることに関し、関係機関・部署と連絡調整することが必要と認められた場合 

(４) その他、市長が必要と認める場合 

５ その他 

(１) 申請内容や添付書類（就労証明書等）に虚偽がある場合は、教育・保育給付認定の取り消し及び教育・保育給付の額に相当する

金額の全部又は一部を子ども・子育て支援法第 12条に基づき徴収します。 

(２) 「幼稚園・認定こども園（１号認定）」利用案内及びその他の関係書類に関してすべてお読みになり、理解したものとして対応

します。 

 

同 意 事 項 


